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1．客観的な聴取の必要性 

知的障がい，精神障がい，身体障がいは，障がいの内容が異なるだけでなく，障がいの

程度も様々であり，その問題を一括りに論じることは容易ではありません。しかし，そう

であっても障がいを持つ人は全般的に，供述を行う上で以下のような制約があります。 

 

 知的障害や精神障がいを持つ人は，暗示や誘導の影響を受けたり，迎合性が高いこ

とがあります。 

 身体障がいのある人は，複数回の面接を受けることが物理的に困難である場合があ

ります。 

 障がいのために音声によるコミュニケーションや，その他のコミュニケーションが

困難であったり，発話が聞き取りにくいということもあります。 

 

そのため，障がいをもつ人に事実確認を行う場合，その特性に配慮した聴取を行うこと

が必要です。例えば英国では，知的障害，精神障がい，身体障害によって供述の「完全性，

一貫性，正確性」が損なわれる可能性があるとしています。そして，そのような可能性が

ある人を「供述弱者（the vulnerable）」とし，録音録画面接という特別措置をとることが

できるとしています（Ministry of Justice, U.K., 2011）。録音録画面接とは，下記で説

明する司法面接のことであり，正確な情報を，被面接者の心理的負担をできるだけかけず

に聴取し，客観的に記録しておく方法です。 

加えて，障がいをもつ人は犯罪に巻き込まれやすいということが知られています（セー

デルボリ他，2014）。事案によっては，現場で得た初期の情報が捜査の端緒となったり証拠

となる場合もあります。初期の事実確認がうまくいかないと，犯罪を見逃し，再発に至っ
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たり，被害者が泣き寝入りをするということが起こりえます。また，適切な調査を行わな

かったとして施設や機関が批判されるかもしれません。 

こういったことから，事実確認においては誘導や暗示がなく，精神的負担も少ない面接

法を用いて事実確認を行うことや，面接を録音録画して検証できるようにしておくことが

たいへん重要です。以下では，未成年者（これも供述弱者である）への事実確認の方法と

して発達してきた司法面接法に準じた，障がいのある人への事実確認の手続きを提案しま

す。 

 

虐待が疑われる事態を発見した人は，速やかに市町村の窓口に通報しなければなりませ

ん。しかし，通報する前にはどのような情報があればよいでしょう。第一は，「発見・発覚」

にいたった情報です。 

 

 児童や障がい者における説明のつかない，または不合理な外傷 

 児童や障害者に関わる性的な内容の日記，写真，性的な行為等 

 虐待に関する本人からの申し立て 

 

こういった虐待が疑われる情報があれば，通告・通報することが重要です。 

 

2）通報の前の事実確認 

通報する前に「何があったか」をしっかり確認しなければ，と感じるかもしれません。

しかし，通報前の施設職員・家族による聴取により，以下の様な問題が起きることがあり

ます。 

第一に，本人の記憶が不正確になります。 

 記憶の低下：複数の人が聴くうちに時間が超過し，そのために記憶が低下してしま

います。 

 記憶の変遷：聴取を繰り返すと，前に言ったことと後に言ったこととで，内容が変

わってしまいます（変遷）。変遷のある供述は信用性が低いと判断されることがあり

ます。 

 記憶の汚染：誘導的な面接を行った場合，面接者が言った言葉が，被面接者の記憶

を変化させてしまうことがあります（汚染）。聴取を繰り返すことは，記憶の汚染の

可能性を高めることになります。 
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第二に，嫌な体験を繰返し報告することで精神的な二次被害が生じます。こういった症

状を「法的手続きにより引き起こされる敏感症状（LITS）」といいますが（Fulcher, 2004），

そこには以下のような症状が含まれます。 

 聴取の繰り返し：心的外傷の症状が加算的に悪化します。例えば，以下のような症状

が起きることがあります。 

– 事件・事故の再体験，類似した状況による不安喚起，過覚醒，精神的／実存的

危機(なぜこういうことが起きたのか等，体験の意味を理解しようとする活動) 

 継続的な聴取：一部の被害者では，以前はなかった症状が起きます。精神的な後外傷

的症状（PTSD）だけでなく，身体症状も含まれます。 

– 後外傷的症状：フラッシュバック，外傷体験と関連する悪夢，外傷体験に関連

するウツ，思考の回避，孤立，愛情を感じられなくなる，楽しかったことが楽

しめない，未来への無力感，心理的・身体的過覚醒，睡眠障害，怒り，注意集

中の困難，外傷体験を思い起こさせる刺激への驚愕反応等 

– 身体的症状：血圧・心拍上昇，過呼吸，筋緊張，吐き気，下痢等 

 

たとえば母親が聞き，父親が聞き，施設職員が聞き，施設長が聞き・・などの聴取を繰

り返すことで，上のな問題は重くなります。そのため，本人への確認が必要な場合は 3）

節で示す「誰が」「どうした」程度の簡易な聞き取りに留め，速やかに専門機関の窓口に情

報提供ないしは通報・通告します。そして，専門的な聴取は，通報・通告を受けた専門職

員が行います。 

 

3）簡易な確認・記録と通報 

確認が必要な場合は，以下のようなかたちで情報を記録し，通報します。 

 

 速やかな聴取：時間がたつと記憶が低下し，変遷，汚染も起きやすくなります。そ

のため，できるだけ早く話しを聴きます。 

 記憶の汚染を防ぐ：面接者から具体的な情報を示すことは，被面接者の記憶の汚染

を招きます。例えば，面接者が「××が叩いたの？」と尋ねれば，「××（被疑者の

名前）」や「叩く」という「疑われる行為」が被面接者に伝えられることになります。

「蹴ったの？押したの？」と尋ねれば「蹴る」「押す」などの情報が伝えられます。

こういった「はい」か「いいえ」，「A」か「B」かを選ぶ質問をクローズド質問と言
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います（回答に制約がある「閉じた質問」という意味です）。クローズド質問は記憶

を汚染する可能性があるため，面接者はクローズド質問を控える必要があります。 

 最小限の情報を得る：根堀葉掘り尋ねたり矛盾を追求すると，クローズド質問が増

え，記憶が汚染される可能性が高まります。得るべき情報は，「誰が」「どうした（可

能性）」程度で構いません。例えば，「何かあった？」「どうしたの？」と尋ねます。

このように回答に制約がない質問をオープン質問と言います。オープン質問で得ら

れた自発的な報告（自由報告）に加え，「誰が」「どうした」（これは WH 質問です）

程度の情報が得られたならば，それ以上は聴かないこととします。 

 正確な記録：通告者が疑いをもった経緯を記録しておくことは重要です。被面接者

が通告者に，いつ，どこで，何と言ったかをできるだけ正確に記録しておきましょ

う。可能であれば，携帯の録音機能などを用いてやりとりを録音しておくことが重

要です。 

 通告する：その後，通告します。上司には報告すべきですが，通報・通告は個人の

判断で行うものであり，上司や同僚の意見を確認する必要はありません。 

 

 会話の例を挙げます。 

 

利用者：嫌なことがあった。 

職員：ん？何があった？（オープン質問） 

利用者：さわった。（自由報告） 

職員：誰が？（WH 質問） 

利用者：○○さん 

職員：そうか。どこさわった？（WH 質問） 

利用者：（股間を指さす） 

職員：そうか，話してくれてありがとう。 

利用者：ね，秘密にしてね。他の人には言わないでね。 

職員：どうして秘密の方がいいのかな。（WH 質問） 

利用者：わかったら，嫌われる。 

職員：そうか。説明してくれてどうもありがとう。とっても大事なことだから，ど

うすればいいか，私たちに一緒に考えさせて。いいかな。 

利用者：うん。 
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「秘密にしてね」「他の人には言わないでね」などと言われた場合は，上の例にあるよ

うに「相談してくれて（うちあけてくれて）どうもありがとう（ございます）。大事なこと

だから，私達にもお手伝いさせてください（ね）。」と伝えるのがよいでしょう。上述のよ

うに，虐待の疑いがある場合は守秘義務の制約はありません。また，打ち明けられた人が

抱え込むことのないようにしなければなりません。 

 

3．客観的な聴取技法（司法面接） 

ここでは通報を受けた場合に実施する司法面接の方法について述べます。司法面接は原

則として，研修を受けた人が行うべきです。児童相談所，警察，検察には司法面接の研修

を受けた人が多数いますので，こういった人に面接を依頼するか，あるいは指導を受けて

行います。 

 

1）面接の準備と環境 

 面接室：面接室は，面接者と被面接者が話をする面接室と，その面接をモニターを通

して支援するためのモニター室を設けます。いずれも，静かで注意を阻害するものの

ない部屋を用意します。人が出入りしたり，玄関，廊下，階段，エレベータ，外の道

路の近くは往来があるため，望ましくありません。 

 面接室は，広さは 14-20平方メートルくらいあればだいじょうぶです。面接室は，

壁紙やカーテンで温かい印象をもたせるとよいでしょう。被面接者の注意が拡散

しないように，おもちゃなどのない部屋を用意します。 

 モニター室は，複数の人が入るため，もう少し広くてもよいかもしれません。モ

ニター，椅子，ホワイトボード（記録ができるように）を設置します。二つの部

屋は隣り合っていることが望ましいですが，モニター室の音が面接室にまで聞こ

える場合は，ヘッドフォンで音声を聞けるようにしておくなどの工夫が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 
 

 

これらの設備は必須ではなく，最低限，録音録画をテレビ画面でモニターできれば差

し支えありません。また，録音録画ができない場合は ICレコーダを使用します。なお，

モニター室が設置できなければ下記に述べるように，面接者と書記役が面接を行うこ

ととします（その場合も録音はしてください）。 

 

 

 

 録音録画：上述のように，司法面接は原則として録音録画を行います。これは，面接

者による発話や被面接者による情報（言葉，表情，動作，声のトーン）を可能な限り

正確に，多く記録しておくためです。録音録画しておくことで，被面接者は面接を繰

返し受けることから開放されます。また，誘導の有無や被面接者の報告の信用性につ

いて，後で録音録画を分析することもできます。特に，被面接者の発音が聞き取りに

くかったり，被面接者が聴覚障害である場合，外国人である場合などは，録音録画を

再度見直す必要があるかもしれません。 

 機材：面接室にはカメラとマイクを設置します。声を拾うためにマイクを使用するこ

とは必須です。カメラに音を送る有線または無線のマイクを用います。また，録音録

画の情報を有線で，モニター室のモニターに転送します。 

 司法面接のスタッフ：司法面接は面接者，バックスタッフ，サポーターの三者による

チームで行います。いずれも，トレーニングを受け，中立で客観的な立ち位置を保つ

ことのできる人がチームを組みます。 

 面接者：面接は被面接者と面識がない人，つまり，常に関わっている人（担当職員等）

ではない人が行います。これは，面接者が被面接者に関する知識を用いて被面接者の

報告を補ったり，推測したりしないようにするためです。また，被面接者が面接者に
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迎合したり，「知っている人だからこそ恥ずかしくて話せない」などということを避け

るためでもあります。面接者は，常に中立の立場で面接を行わなければなりません。

対立する当事者がいる場合，面接者が被面接者の代弁者となったり，加害者とされる

被面接者を告発することのないよう気をつけます。また，面接者が権威的であったり，

逆に友達のようであったりすると，被面接者は迎合する可能性があるので注意が必要

です。 

 バックスタッフ：司法面接のトレーニングを受けた人が面接をモニターし，内容を記

録するとともに，聞くべき情報を取り残していないか支援します。多くの場合，面接

者は面接の途中でバックスタッフのいるモニター室に戻ります（これを「中断」また

は「ブレイク」といいます）。この「中断」の最中，面接者はバックスタッフから補充

質問に関する支援を受けます。 

 サポーター：チームの一員がサポーターとしての役割を担います。サポーターは，被

面接者や関係者（保護者等）に面接のことを説明し，面接がスムーズに行われるよう

に図ります。 

 通訳・仲介者：通常の音声によるコミュニケーションが難しい場合は，手話通訳，外

国語の通訳，発話に障害がある場合やマカトンやボードが必要な場合はこういったコ

ミュニケーションに長けた仲介者を置くことがあります。 

 第三者：被面接者となる被面接者が「被疑者」である場合（例えば，いじめや規則違

反等において加害した可能性が疑われる場合）は，被面接者の側に立ちコミュニケー

ションをサポートする中立的な第三者を置きます。この第三者は，直接の利害のない

サポーティブな人であり，被面接者が質問を理解しなかったり，面接者が被面接者の

発話を理解できなかった場合，コミュニケーションを助けます。この他，精神的なサ

ポートのために保護者を置くこともありますが，こういった人々は面接で扱われる内

容に口を出さないよう理解してもらわなければなりません。 

 座り位置：面接は原則として面接者と被面接者の「一対一」で行います。机を介して

対面して座ると「権威者」—「非権威者」の関係性が際立ってしまいがちです。よって，

座り位置は，緊張を低減し，机によるバリアのない「ハの字型」または「90度」など

が適切です。通訳や仲介者，第三者が入る場合は，こういった人たちが座る場所も必

要です（図参照）。通訳や仲介者は面接者または被面接者の背後に座ります。被疑者へ

の面接の場合は，第三者は被疑者の横に座ります。これは被疑者が安心して話すこと

ができるようにするためです。 
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 録音録画ができない場合：録音録画ができない場合は，バックスタッフによる支援を

受けることができません。面接者と筆記役の二人が被面接者に対し面接を行うことに

なります。ICレコーダーで録音しますが，ノートによる筆記も必要です。筆記役は被

面接者にプレッシャを与えることのないよう，一歩引いたかたちで着席し，言葉を挟

むことなく記録に徹します。録音ができない場合もあるかもしれません。しかし，筆

記では，録音録画の 5 割程度しか記録できないという研究報告もあります。従って，

できるだけ録音することを目指します。 

 面接の時間：一般に，子どもの注意が持続する時間は，経験的に 5 分×年齢程度だと

されています。従って，5 歳程度の精神年齢の人に面接を行う場合は 25-30 分，10 歳

程度であれば 50-60 分程度で終了するように，面接を計画します。また，通訳が必要

な場合は，その半分の時間になると考えておきます。さらに，障がいの程度や，服薬

の有無により，注意が持続する時間は異なりますので，これを考慮にいれ，面接を計

画するようにします。5 分×年齢であっても，被面接者に疲れた様子が見られないか

常に配慮することが必要です。 

 事実の認定：実際，何が起きたかの判断は，面接終了後，すべての報告や証拠をもと

に総合的に判断します。面接のなかで面接者が被害者とされる被面接者に同情したり，

加害したとされる被面接者を告発することは適切ではありません。司法面接はあくま

でも事実の調査であり，「判断」の場ではありません。判断せずに聞きとることが重要

です。 

 

2）司法面接に準ずる面接法 

出来事や体験について尋ねる際は，できるだけ早い時期に，誘導・暗示のかからない方

法で面接を行い，録音録画しておくことが望ましいわけですが，その基本的な特徴は以下

の通りです。 

 

 面接者による質問をできるだけ少なくし，被面接者の自発的な報告（「自由報告」）を

得ること 

 自由報告を最大限得られるように面接が構造化（段階化）されていること 

 正確な記録を確保するために録音録画すること 

 被面接者が，例えば病院，福祉事務所，警察，検察などで繰返し面接を受けることの

ないように多職種連携を行うこと 
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司法面接は，現在，アメリカ，イギリス，カナダ，ドイツ，イスラエル，ノルウエー，

スウェーデン，オセアニア諸国において，子どもの被害者・目撃者から情報を得るための

標準的な方法として用いられています（アルドリッジ・ウッド, 2004; 英国内務省・保健

省, 2007; 法と心理学会, 2005; 特に，障がいをもつ子どもについてはセーデルボリほか, 

2014;仲, 2016 等）。日本でも，厚生労働省による「子ども虐待対応の手引きの改正につ

いて」（厚生労働省，2013）においてその使用が推奨され，まずは児童相談所で，その後，

警察，検察庁でも用いられるようになりました（稲川, 2016）；警察庁，2011）。また，2017

年 10月には，厚生労働省，警察庁，最高検察庁が，司法面接を三者で行う「協同面接」を

推奨する通知を出しました（厚生労働省，2015; 警察庁，2015; 最高検察庁，2015）。2015

年 10月以降，2017年 3月までに 377件の協同面接が行われています（厚生労働省）。 

国や地域により様々な司法面接法がありますが，基本は自由報告を重視していること，

構造化されていること，録音録画すること，多職種連携で行われることです。ここでは米

国の小児健康人間発達研究所（ National Institute of Child Health and Human 

Development：略して NICHD）で M. E. Lamb が作成し，世界的に広く用いられている NICHD

プロトコル（プロトコルとは手順書のことです）に沿った手続きについて説明します。 

NICHD プロトコルの特徴は，面接者が話すべき言葉が具体的に台詞化されている，とい

うことです。このため，NICHD プロトコルは比較的習得しやすく，プロトコルに沿った面

接を行っているか否かの判断が容易です。また，効果検証もしやすく，実際，プロトコル

に沿って面接が行われた場合，正確な情報がより多く引き出せることが，日本での研究を

含む多くの研究により確認されています。そのような観点から，NICHD プロトコルはもっ

ともエビデンス（科学的根拠）の多い面接法だと考えられています。 

こういった客観的な聴取技法に則った面接を行うことは，被害を訴えた人，訴えられた

人のみならず，施設や機関のすべての当事者にとって有益です。 

 

3）NICHDプロトコルにもとづく面接の手続き 

以下では，面接の手続きにつき説明します。付録の「最小限の手続き：被害が疑われる

場合」を参照しながらお読みください。目撃が疑われる場合や加害が疑われる場合の違い

については 4節を参照してください。しかし構造化され，自由報告を求める点については，

基本的に同様の手続きとなります。 

なお，面接では，面接者は短い言葉（文）で，ゆっくり話すように心がけます。すぐに

被面接者から言葉が出てこなくても，少なくとも 10 秒は待ってください。 
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（1）導入 

面接の本題に入る前に，1.自己紹介や機材，面接の説明を行い，2.面接の約束事（グラ

ウンドルールと言います）を提示します。（例えば，「本当にあったことを話してください」

などと告げ，練習も行います。その後，3.ラポール（リラックスして話せる関係性）を築

くために「○○さん（被面接者）は何をするのが好きですか？」などと尋ね，本人が話し

たいことをたくさん話してもらいます。最後に 4.出来事を思い出して話す練習（エピソー

ド記憶の練習，とも言います）を行います。例えば，「今日，朝起きてからここに来るまで

にあったことを，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください」などと告げ，

被面接者にできるだけ多く話すように求めます。 

こういった手続きを行うことが，面接においてより正確な情報を，より多く引き出すこ

とがいくつもの研究により確認されています（仲，2012 などを参照んのこと）。ですので，

導入部は省略することなく行うことが重要です。以下，導入部の各段階について紹介しま

す。 

 

1.自己紹介，機材・面接の説明 

面接では面接者の第一印象が重要です。面接者は微笑みをもって被面接者を迎え入れ，

着席してもらいます。被面接者の障がいに配慮し，ゆっくりと自己紹介をする必要があり

ます。面接者自身がリラックスしていないと，被面接者は緊張してしまいます。面接者も

肩の力を抜きましょう。 

 

面接者：こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ご

ざいます）。 

 

面接者は立ってドアまで迎えに行き，被面接者を席に案内し，座ってもらいます。 

 

面接者：私の名前は ______ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

 

同席する人，例えば通訳や仲介者，また筆記役がいる場合は，その人についても紹介しま

す。筆記役は会釈をする程度とし，発話は原則，面接者が行います。 

 

面接者：こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話してもら
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います。 

面接者：こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いてもら

います。 

 

録音録画をする場合は，機材の説明も行います。 

 

面接者：この会話は録画します。あそこにカメラがあります。これがマイクです。私

がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするためです。どうすればよいか

考えるために，他の人が見ることもあります。 

  

モニター役がいる場合は，そのことも説明します。 

 

面接者：別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしてい

る人が見てくれています。あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあ

るかもしれません。 

 

 発達障がいに関して：一般的にはアイコンタクトをとることが重要ですが，例えば

ASD 傾向のある人は，目を合わせるのが苦手という場合もあります。被面接者の特

性を理解して対応するようにします。 

 

2.面接での約束事（グラウンドルール） 

基本的にはプロトコルに沿って約束事を示します。また，練習も行います。グラウンド

ルールは能力を示す「テスト」ではなく，被面接者に守ってほしい「お願い」です。被面

接者がそれぞれの約束事に沿って話ができるように被面接者を動機づけることが重要です。

約束事は通常 5 つ行います。 

 

①本当のことを話す 

面接者：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけ

を話してください。 

 

 



 

- 12 - 
 

 

面接者：では練習してみましょう（協力をお願いします）。「私の靴は赤い」と言った

ら，これは本当ですか，本当ではありませんか。 

 

正しく「本当でない」「違う」などと言ったならば，面接者は「そうですね。私の靴は黒

いので本当ではありませんね」と強化します。 

 

面接者：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当では

ありませんか。 

 

被面接者は通常，座って話しをしていますから，回答は「本当でない」「違う」となるこ

とが予想されます。被面接者が正しく「本当でない」「違う」などと言ったならば，面接者

は「そうですね。○○さんは座っているので本当ですね」と強化します。 

さらに，次のように伝えます。 

 

面接者：○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，という

ことがわかりました。今日は，本当にあったことだけを話してください。 

 

②わからないと言ってもよい 

 

面接者：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってくださ

い。 

 

③知らないと言ってもよい 

 

面接者：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 

面接者：では練習してみましょう。「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いた

ら，○○さんは何と答えますか。 

 

被面接者が正しく「知らない」と言ったならば，面接者は「そうですね。 知らないとき

は，今のように「知らない」と言ってください。」と強化します。 
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被面接者が誤って「『ポチでしょ？』などと推測で話したならば，面接者は「○○さんは，

私の家に来たことがないから，私の犬の名前は知らないでしょう。知らない時は知らない

と言ってください」と修正します。 

 

④間違いを訂正する 

 

面接者：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

 

面接者：では練習してみましょう。私が○○さんは【男/女】（反対の性）ですねと言

ったら，○○さんは何と言いますか。 

 

被面接者が正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば，面接者は「そうですね。

私が間違ったら，『間違ってる』と言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように

「間違ってる」（または「違ってる」など）と教えてください」と強化します。 

 

⑤面接者は知識をもっていない 

被面接者は，面接者はすべて知っているのだと推測しがちです。しかし，実際のところ，

情報をもっているのは被面接者であり，面接者ではありません。そのことを被面接者に伝

え，どんなことでも全部話してもらうようにお願いします。 

 

面接者：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，

あったことを全部話してください。 

 

面接者：私は○○さんに会うのが初めてなので，何があったかわかりません。どんな

ことでも，あったことを全部話してください。 

 

 知的障がいに関して：成人であっても，約束事は有効です。年長あるいは成人の障

害者に「練習」をしてもらう場合は，「面接を行うときの手続きですので協力をお願

いします」などと説明してもよいでしょう。 

 視覚障害に関して：視覚障がいをもつ人に対しては，「私の靴は赤いと言ったら，こ

れは本当ですか，本当ではありませんか」を「私が『今は夏です』（本当は冬）と言
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ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか」などのように変更する必要が

あります。 

 発達障がいに関して：発達障がいをもつ人は，聴覚的に説明を受けるよりも視覚的

に示される方がよく理解できる場合があります。その場合は，グラウンドルールを

用紙に，ポイントの大きい文字で印刷しておきます。 

 

3.ラポール形成：ラポール形成でどのようなことを話してもらうかも，障がいの程度に

より変化させる必要があるかもしれません。 

 

面接者：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは，何をする

のが好きですか？ 

被面接者：犬と遊ぶ 

面接者：犬と遊ぶ。そのことをもっとたくさん話して下さい。 

被面接者：うちのプードルと遊びます。 

面接者：うちのプードルと遊ぶこと，もっと話してください。 

被面接者：ワンダっていうプードルで，これくらいの大きさなんですが，公園につ

れていったりします。 

面接者：うん，それから 

被面接者：で，ぐるっとまわって，帰ってきます。 

面接者：ほかにも，ワンダのこと，もっと詳しく教えてください。 

被面接者：ワンダは・・・。 

 

 知的障害に関して：重度の知的障害がある場合は，「何をするのが好きか話してくだ

さい」は難しいかもしれません。その場合は，「好きな食べ物を教えて」などと尋ね

て，次のような会話をしてもよいでしょう。 

面接者：好きな食べ物を教えて。 

被面接者：りんご 

面接者：そう，りんご。他にもありますか 

被面接者：バナナ 

面接者：バナナも好き。他にもありますか 

被面接者：ぶどう 
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面接者：ぶどうも好き。他にもありますか 

被面接者：なんでも好き 

面接者：そう，なんでも好き。○○さんが好きなもの，よくわかりました。こんな

ふうにたくさん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してくだ

さい。 

 

4. 出来事を思い出して話す練習（エピソード記憶の練習） 

この練習も，より正確に，よりたくさん話してもらうように動機づけるためのものです。

ですので一言だけで終わらせたり，WH 質問（いつ，なぜ等の質問）で一問一答の会話を

するのではなく，本人にできるだけ話してもらいます。 

 

面接者：今日，朝起きてからここにあくるまでにあったこと，どんなことでも全部

話してください。 

被面接者：わかんない 

面接者：朝起きて，一番最初に何をした？ 

被面接者：トイレ 

面接者：そう，トイレ。その後はどうした？ 

被面接者：ハミガキ 

面接者：そう，それから？ 

被面接者：ごはん 

面接者：うんうん，それから？ 

・・・ 

 

ラポール形成と同様，話してもらったならば「このようにたくさん話してくれるとよく

わかります。今のようにたくさんお話してください。」と励まします。 

 

5. 本題への移行 

このようにして自由報告を動機づけたならば，本題に入ります。通常は以下のように問

いかけ，応答を待ちます。 

 

 今日は何を話しにきましたか 
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 何がありましたか 

 何があったか話してください 

 

被面接者が「わからない」と言ったり，すぐに報告が出てこない場合は，いくらかの手

がかりを示す必要があります。しかし，面接者から情報を出しすぎると，被面接者が話す

部分がなくなってしまいます。ですので最小限の情報を告げ，被面接者の応答を待ちます。

例えば，被面接者（A さん）が職員（C さん）に「お昼ご飯を食べてたら，B さんがたた

いた」と言ったということで，司法面接を行ったとします。このような場合，次のように

切り出してもよいでしょう。 

 

面接者：C さんに何かお話しましたか？ 

被面接者：はい。 

面接者：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

それでも伝わらなければ， 

 

面接者：お昼ご飯をたべてたとき，何かありましたか。 

被面接者：あった。 

面接者：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

もしも怪我などがあれば，その怪我ができたときのことを尋ねることも有効です。 

 

面接者：○○さんの頭にケガがあるって聞きました。ケガができたときのことをど

んなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

それでも伝わらなければ面接終盤の 10.確認での質問に移らざるを得ないかもしれませ

ん。その場合は，次のようになります。 

 

面接者：誰かが○○さんをたたきましたか？ 

被面接者：はい 

面接者：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 
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重要なことは，できるだけ本人の言葉で話してもらうことです。特に「××さん」「たた

く」は，もしもそういった事実があるのならば，本人の口から聞きたいところです。です

ので，どの情報は面接者から出してよいか，どの情報は最後まで出さないようにするか，

面接の計画が大変重要となります。面接前には，何を明らかにしたいか（仮説と反仮説），

仮説と反仮説において，どういう情報が得られそうか，そのためにはどういう情報は出し，

何は出さないか，という計画を立てておきます。 

面接では一貫して以下のようなオープン質問を用います（プロトコルでは「7」として

示しています）。 

 

 誘いかけ質問：「何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話して下さ

い。」という開かれた質問です。上の例を参照してください。 

 時間分割質問：被面接者が A があった，B があったと話したならば「A よりも前に

あったことを話してください」「A と B の間になったことを話してください」と，

語られていない部分を埋めてもらう質問です。例えば，被面接者が「B さんがたた

いた」「B さんは，にげた」と話していたとします。 

 

面接者：B さんがたたいてから，逃げたっていいました。B さんが，たたいてから

逃げるまでにあったことを，どんなことでも全部話してください。 

 

 手がかり質問：「A のことをもっとたくさん話してください」と，すでに報告された

ことをもっとたくさん話してもらいます。 

 

面接者：B さんのことを，もっと教えてください。 

 

 それから質問：「そして何があった」「それからどうなった」「他にはありますか」な

ど，さらなる情報を求めるための質問です。 

 

被面接者：B さんがたたいた。 

面接者：うん，それからどうしましたか。 

被面接者：B さん，にげた。 

面接者：うん，それで？ 
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これらの質問で情報を得るためには，ラポール形成や出来事を思い出す練習が重要です。

しかし，練習を行っていたとしても，知的障がい，発達障がいがある場合は言葉がすぐに

出てこないかもしれません。特に誘いかけ質問と時間分割質問は，難しい可能性がありま

す。その場合は，「何があった？」と尋ね，一言でも言葉が出てきたら，それから質問，手

がかり質問を用いて報告を求めます。 

 

面接者：何がありましたか？ 

被面接者：たたいた 

面接者：誰が，たたいた？ 

被面接者：××さん 

面接者：そうか，それからどうなった？ 

被面接者：にげた 

面接者：それで？ 

被面接者：もっとたたいた 

 

・・・（最後まで話してもらったあと） 

 

面接者：さっき××さんと言ったけれど，××さんのことをもっと教えてください。 

被面接者：××さんは□□のお部屋にいる人。 

面接者：うん，それから？ 

 

 6. 出来事の分割 

「出来事の分割」は特殊な項目であり，通常は用いません。 

司法面接では，時間，場所が特定できる具体的な出来事を明らかにすることを目指しま

す。ですから，上の例のように被面接者が「たたいた」などと話した場合は「出来事の分

割」を行う必要はありません。しかし，被面接者が個別の出来事ではなく，「××さんがた

たく」（つまり，一般的な××さんの行為）などと報告した場合には，出来事の分割を行い

ます。「いつも」のことではなく，個別具体的な出来事を話してもらうためです。 

 

面接者：何がありましたか？ 

被面接者：××さんがたたく 
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面接者：たたくと言ったけれど，たたいたのは 1 回だけ，それとも 1 回よりも多い？ 

被面接者：いつも 

面接者：じゃ，一番よく覚えているときのこと（一番最初／最後にたたいたときの

こと）を教えてください。 

被面接者：昼ご飯食べてたとき 

面接者：じゃ，昼ご飯食べてたときのことを教えてください。 

面接者：わたしがやきそばたべてたら・・・ 

 

8. 中断（ブレイク）（オープン質問は上記の「7」として示しましたので，8 としていま

す） 

出来事につき一通り話してもらったならば，面接者は被面接者に「私がちゃんと聞けて

いるかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきますね。待っててもらってもいい

ですか」と尋ね，了承を得たのちモニター室に戻ります。そして，バックスタッフと補充

すべき質問を確認します。バックスタッフは，面接者がどのように尋ねればよいか，具体

的な質問の形にして伝えます。確認を行ったならば，面接者は部屋に戻り，面接を再開し

ます。 

この「中断」の最中も録音録画は続けて行います。この時間は，被面接者にとっては一

息つく休憩になります。被面接者がトイレに行きたいなどと言ったならば，サポーターが

対応し，つれていきます。必要に応じて水を与えることも差し支えありません（「報酬」と

受け取られないために，ジュースや食べ物は与えません）。この時間に，必要がないのにサ

ポーターが入室し被面接者と会話をすることは望ましくありません。注意を分散させる可

能性もありますし，被面接者は一息つくことができません。 

なお，「中断」は 1 度に限る必要はありません。面接者はバックスタッフに相談したい

場合は，2，3 回「中断」をとることもできます。 

 

9. 補充（フォローアップ） 

中断の後，確認すべきことがらがあれば尋ねます。WH 質問やクローズド質問で尋ねな

ければ情報がでてこない場合もありますが，「回答」を得たならば，できるだけオープン質

問で補ってください。これをペアリングと言います。WH 質問とペアリングの例を以下に

示します。 
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面接者： ××さんがたたいたと言ったけれど，どこで，たたいた？ 

被面接者：まるいテーブルのとこ 

面接者：まるいテーブルのとこ。「まるいテーブルのとこ」のことをもっと教えて。 

被面接者：ここにまるいテーブル。ここ四角。ここと，こことここが椅子・・ 

 

10. 確認 

情報が足りなければここで確認します。プロトコルにあるように，以下のような情報に

つき確認します。 

 

 加害したとされる人の言葉（脅し，口止め，甘言等の可能性） 

 他の加害者，目撃者，被害者 

 このことを知っている他の人（さらなる情報源） 

 疑われる出来事が被面接者から報告されない場合（「たたかれた」「さわられた」等）

ここの質問は，主語を入れずに尋ねることが重要です。つまり，すべてを呈示し単

なる「はい，いいえ」の回答を得るのではなく，少なくとも被疑者の名前は言って

もらいます。例を示します。 

 

面接者：誰かが○○さんをたたきましたか？ 

被面接者：うん 

面接者：誰が，たたいた？ 

被面接者：××さん 

面接者：では，××さんが○○さんをたたいたときのことを，どんなことでも，最

初から最後まで全部話してください。 

 

11. 終結（クロージング） 

終結は面接を閉じる手続きです。この段階では，話してくれたことを被面接者に感謝し，

それ以外に面接者が知っておきたいことはないか，被面接者が話しておきたいことはない

か，質問はないかと尋ね，連絡先などを告げた後に面接を終了します。面接を閉じながら

も，必要であれば情報収集を行います。例えば以下のようなケースです。 

 

 「ほかに私が知っていたほうがよいことは，ありますか？」と尋ねたところ，「つねっ
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たりもした」という報告が出てきました。被面接者の注意力がまだ持続していれば，

「では，つねったときのことを，どんなことでも，最初から最後まで全部話してくだ

さい」と告げ，情報収集をします。 

 「質問がありますか」に対し，「××さんは辞めさせられるの？」という質問がでてき

ました。これに回答することは困難です。このような場合は，まず「○○さんは，こ

うしてほしい，ということありますか」などと尋ね，意向を聞いておきます。そして，

それを踏まえて「××さんのことを私一人が決めることはできないけれど，一番いい

方法を考えますね」などと言います。 

 

被面接者：××さんはいなくなる？ 

面接者： ○○さんは××さんが，どうなるといい？ 

被面接者：もう私のところには来ないでほしい 

面接者：もう来ないでほしい。そうか。××さんのことを私一人が決めることはで

きないけれど，○○さんの言ったことも考えにいれて，一番いい方法を決めていき

ますね。 

 

 「他になにか言っておきたいことはありますか」に対し「お母さんには言わないで」

などと希望が出て来ました。このような場合も，上と同様に対応します。 

 

被面接者：お母さんには言わないでね 

面接者： お母さんに言わないほうがいい理由があったら教えて。 

被面接者：もうここに行かなくていいっていわれてしまう。 

面接者：そうか。そのことを，もっとくわしく話してください。 

被面接者：前も，文句いったら，もう行かなくていいっていわれた。行きたいのに。 

面接者：そうか。わかりました。私が一人で決めることはできないけれど，○○さ

んの気持ちを聞いたから，それも考えにいれて，一番いい方法を決めていきますね。 

 

終結の時間近くにはサポーターがドアの外で待機することとします。面接者は被面接者

に「どうもありがとう（ございます）」と告げ，サポーターに引き渡します。 

12 にあるように，面接者はそのまま面接室に残り，カメラに向かって時刻を告げ，カメ

ラを切ります。面接者に部屋の配置図を描いてもらっている場合などは，これをカメラに
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示した後，時刻を告げ，カメラを切ります。 

 

４．様々なケースへの対応 

３節では，被害が疑われる場合を想定した面接につき説明しました。ここでは目撃が疑

われる場合と加害が疑われる場合の注意点につき説明します。また，障がいや発達に応じ

た留意事項につき述べます。 

 

1）目撃が疑われる場合 

目撃が疑われる場合は，被害の場合とほぼ同様です。異なる可能性があるのは「本題へ

の移行」と「確認」です。 

「本題への移行」では，以下のような変化形を用意する必要があるかもしれません。 

 

面接者：◆◆さん（目撃者）が，○○さん（被害者）のことで，何か話したと聞き

ました。何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

ケガについて尋ねる場合は，次のようになるでしょう。 

 

面接者：（被害者）の頭に ケガがあると聞きました。知っていることがあれば，ど

んなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

どのように切り出すかは，面接前に計画を立てておきます。 

 

「確認」も同様に行いますが，上述の 4 つの確認事項に加え，以下の 3 点を確認する必

要があるでしょう。 

 

 目撃者がいた場所：その場所から確かに見ることができるか，確認するためです。 

 

面接者： そのとき，◆◆さんは，どこにいましたか。 

 

 目撃者の行動：被害者（とされる人），加害者（とされる人）だけでなく，目撃者自

身の行動の流れも確認しておくことで，目撃者の報告の信用性を査定することがで
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きます。 

 

面接者：その前（××さんが○○さんをたたくまえ），◆◆さんは何をしていました

か。 

面接者：その後（××さんが○○さんをたたいたあと），◆◆さんは何をしましたか。 

 

 目撃内容を，そのように認知した理由：時刻や，気持ちに関する情報についてはど

うしてそう思ったのかを確認しておきます。推測なのか，実際に見聞きしたのかを

確認するためです。 

 

面接者：「○○さんはいやがってた」っていいましたが，どうして「いやがってた」

と思いましたか。 

面接者：「無理やりやってた」っていいましたが，どうして「無理やり」だと思いま

したか。 

 

面接者：「○時くらいだと思う」っていいましたが，どうしてそう思いますか。 

 

 この他，面接とは独立に，被面接者の視力や聴覚，特性について情報を得ておくことが

重要です。 

 

2）加害・違反が疑われる場合 

加害や違反が疑われる場合，被疑者となった人に面接を行う場合は，被疑者としての権

利が守られるように配慮することが必要です。面接者の役割は，被疑者を叱ったり，被疑

者の反省をもとめたり，被疑者を指導することではありません。あくまでも被疑者の説明

を聞き，事実を明らかにすることが目標となります。面接の後，面接で得た事実をもとに

今後の対策を決めていくことになります。叱る，反省を求める，指導する役割は，面接者

ではない他の人（例えば，被疑者と関係性のできている職員）が行います。 

被疑者への面接に際しては，立会人に同席してもらいます。立会人は，被疑者の不安を

軽くし，コミュニケーションをより有効に行う目的で同席します。被疑者の言葉を代弁し

たり，糾弾したり，かばったりするために立ち会うのではありません。また，被疑者が未

成年の場合は，保護者に立会を求めることもあります。この場合も，その役割は，被疑者
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の不安を軽くし，コミュニケーションを容易にすることです。保護者は関係者として口を

はさみがちですので，このことをよく理解しておいてもらう必要があります。理解しても

らえない場合は，同席を求めるのは適切ではありません。 

加害が疑われる場合，異なる可能性があるのは「導入」「本題への移行」「確認」です。

また，確認において「チャレンジ」を行うことがあります。なお，ここでは障がいのある

人が被疑者となる場合だけでなく，健常な職員が被疑者となる可能性がある場合もあると

いう前提のもとで，記述します。 

 

（1）導入 

1. 自己紹介，機材・面接の説明 

被疑者面接においても，面接者の第一印象が重要です。面接者は微笑みをもって被面接

者を迎え入れ，着席してもらいます。被面接者の障がいに応じて，ゆっくりと自己紹介し

ます。 

 

面接者：こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ご

ざいます）。 

 

面接者は立ってドアまで迎えに行き，被面接者を席に案内し，座ってもらいます。 

 

面接者：私の名前は ______ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

 

同席する人，例えば通訳や仲介者，また，録音録画ができない場合に筆記役がいる場合は，

その人についても紹介します。筆記役は会釈をする程度とし，発話は原則，面接者が行い

ます。 

 

面接者：こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話しても

らいます。 

面接者：こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いても

らいます。 

面接者：こちらは ______ さん（立会人）です。私の質問がちゃんと○○さんに伝

わるか，○○さんの言いたいことが私に伝わるか，話を聞いていてもらいます。 
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面接者：今日はお母さん（お父さん）にも来てもらいました。私の質問がちゃんと

伝わるか，○○さんの言いたいことが伝わるか，話を聞いていてもらいます。 

 

機材の説明やモニター役については，被害者の場合と同様に行います。 

 

2. 面接の目的 

導入部において，何のための面接かを簡潔に示します。その内容は，容疑により異なり

ます。 

 

面接者：○○さんから，××さんのことを聞きました。今日は，このことについて

話を聞きます。 

 

面接者：事務室から（物）がなくなりました。今日は，このことについて話を聞き

ます。 

 

3. 話さない権利，話す意義 

話したくないことを無理やり話させることはできません。不利なことを話さないでもよ

い，ということを告げる必要があります。 

 

面接者：××さん，もしも話したくなければ，話さなくても構いません。××さん

が話したことは，警察の人にお話しすることもあります。その場合，××さんが話

したことは，「××さんにとって不利な証拠」（××さんにとってマイナスの内容）

として使われるかもしれません。 

被面接者：・・・ 

面接者：でも，何があったか話してくれれば，これからどうすればよいか，どうし

たら××さんも他の人も，安心して暮らせるか，よい方法を考えることができます。

ですから，何かがあったならば，あったことをどんなことでも，最初から最後まで

全部話してください。 

被面接者：・・・ 

面接者：今話したこと，わかりましたか。 
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この後の道筋は，以下の通りです。 

 

 被面接者が「わかった」などと応答したならば，被害者，目撃者と同様に「約束事」

「ラポール形成」「出来事を思い出して話す練習」をしたのち，「本題」に移行します。 

 この段階で，被面接者がすぐに詳細を話し始めたならば，遮ることなく「本題」に移

行し，自由報告をしてもらいます。 

 一方，被面接者が理解していない場合は，一言ずつ理解できるように上の説明を繰返

します。 

 まったく応答しないなど，話したがらない様子が見受けられたならば，以下のように

言うこともできます。 

 

面接者：今言ったように，××さんは，話さないこともできます。でも，これから

大事なことを言いますから，よく聞いてください。もしも（人を叩く／ものを取る

／いやなのに性的なことをする）という人がいたら，その人には助けが必要です。

話してくれない人は，そのようなことを繰り返し，皆が安全に暮らせなくなること

もあります。もしも××さんが何かをしたのなら，どんなことでも全部，話してく

ださい。そして，何ができそうか，一緒に考えさせてください。いいですか？ 

 

必要な場合は，面接者がもっている情報をもう少し示すことも有用です。 

 

面接者：○○は，××さんのことを話しました。今度は，××さんが話すチャンス

です。どんなことでも，あったことを全部，話してください。 

 

面接者：これはとっても大事なことですから，何分か考えてみてください。私に話

すのではなく，紙に書いてもいいですよ。 

 

この後，話してくれるようであれば，「約束事」に移り，順次進めていきます。もしもす

ぐに自由報告で話したり，紙に書きたいと言ってくれば，「本題」に移行します。 

 

4. 本題への移行 

話す準備ができたならば，本題に入ります。通常は以下のように問いかけ，応答を待ち
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ます。 

 

面接者：では，何があったか，どんなことでも最初から最後まで，全部話してくだ

さい。 

 

被面接者が「やっぱりわからない」と言ったり，すぐに報告が出てこない場合は，いく

らかの手がかりを示す必要があります。被害者への面接と同様，面接者から情報を出しす

ぎると，被疑者が話す部分がなくなってしまいます。また，場合によっては虚偽自白が出

てこないとも限りません。ですので，最小限の情報を告げ，被面接者の応答を待ちます。

例えば，以下のように行います。なお，目撃情報にもとづき話を聞く場合は，目撃者が誰

かは明かさないようにします。 

 

面接者：（事件があったとされる日／お昼ご飯のとき）にあったことを，どんなこと

でも，最初から最後まで，全部話してください。 

 

面接者：○○さんの頭にケガがあると聞きました。何があったか，どんなことでも，

最初から最後まで，全部話してください。 

 

それでも出てこなければ，次のように説明を求めてもよいでしょう。 

 

面接者：××さんが○○さんを叩いた，と聞きました。何があったか，どんなこと

でも，最初から最後まで全部話してください。 

 

面接者：××さんが□□（紛失物）をもっているのを見た，という人がいます。何

があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

それでも伝わらなければ，確認的な質問をせざるを得ないかもしれません。その場合は，

次のようになります。 

 

面接者：××さんは，○○さんをたたいたことはありますか？ 

被面接者：はい 
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面接者：では，そのときのことをどんなことでも，最初から最後まで全部話してく

ださい。 

 

被疑者が「いいえ」と言ったならば，その日，その時何をしていたかを話してもらいま

す。 

 

面接者：××さんは，○○さんをたたきましたか？ 

被面接者：いいえ 

面接者：××さんは，○月○日のお昼ごはんのとき，食堂にいましたか。 

被面接者：いいえ 

面接者：どこにいましたか。 

被面接者：事務室にいました。 

面接者：それでは，その日にあったことをどんなことでも，最初から最後まで全部

話してください。 

 

ここでも重要なことは，被疑者を誘導することのないよう，できるだけ本人の言葉で話

してもらうことです。また，多くの情報が自由報告で得られるほど，被疑者が本当のこと

を話しているか，嘘や誤ったことを言っているかという判断がしやすくなります。このた

めにも，面接者は呈示してもよい情報（証拠），最後まで呈示しない情報（証拠）を分け，

情報を呈示するにしてもどの時点で提示するか，面接の計画を立てておきます。 

 

5. 確認とチャレンジ 

被疑者，目撃者の場合と同様，以下の確認は重要です。被疑者が自発的に報告していな

ければ，これらの内容について尋ねます。 

 

 被害者，加害者の言葉（脅し，口止め，甘言，抵抗，同意等の可能性） 

 他の加害者，目撃者，被害者 

 このことを知っている他の人（さらなる情報源） 

 

被疑者の報告と被害者の報告に齟齬がある場合，被疑者の報告と面接者がもっている情

報とに齟齬がある場合は，説明を求めます。どのように説明を求めるかは，「中断」のとき



 

- 29 - 
 

 

にバックスタッフと打ち合わせをします。このように，被疑者の説明と異なる情報を呈示

し，再度説明を求めることをチャレンジといいます。 

 

面接者：××さんは○月○日のお昼，事務室にいたといいました。でも，お昼に×

×さんが，事務室にはいなかったと聞いています。もう一度○月○日のお昼ご飯の

ときのことを話してください。 

 

面接者：××さんは○○さんを叩いたことはないと言いました。でも，××さんが

○○さんを叩くのを見た人がいる，と聞いています。もう一度○月○日の昼食時間

のときのことを説明してください。 

 

こういったやりとりのなかで被疑者が応答を変遷させたり，「わからない」「知らないと」

「忘れた」という応答を繰返せば，それがそのまま記録されます。 

司法面接の目標はあくまでも事実の調査であり，判断は，面接後に総合的に行います。

得られた情報をもとに，例えば，××さんの行為に問題がないか査定すればよいといえる

でしょう。ときには判断を控えて司法機関に相談するという方法もあるかもしれません。 

いずれにしても，司法面接の目標は事実の調査であり，判断は面接の後に，得られた事

実やその他の情報を用いて総合的に行います。 

 

3）障がいや発達に応じた留意事項 

障がいへの対応は，これまでにもいくつか書いてきました。全般的に，年齢が低い子ど

もは，年齢の高い子どもよりも報告できる情報量は少なく，正確さも劣ることが知られて

います。また，全般的に，知的障がいや発達障がいがある場合，健常である場合に比べ，

得られる情報に制約があります。しかし，年齢が低くても，また，知的障がいや発達障が

あっても，司法面接を行うこと，特に面接を構造化し，自由報告を得ることは有効です（グ

ラウンドルールなどを行ってもらう場合，「子ども扱いされている」と感じるようなことが

あれば，マイナスですが，その場合は，「常にお願いしていることですので，協力をお願い

します」などと告げるとよいでしょう）。 

全体として，次のような配慮が必要です。 

 

 場所：障がいや発達に対応できる場所や，アクセシビリティに配慮します。車椅子で
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来れるか，視覚障がいの人が安全に来れるか，検討が必要です。聴覚障がいのある人

は，伝導式のシステムがあれば，コミュニケーションがよりよく図られます。子ども

の被面接者であれば，廊下にフレンドリーな絵がはってあれば，緊張を解くことがで

きるでしょう。一方，大人の知的障害者であれば，これらを「子ども扱いしている」

と感じるかもしれません。 

 時間：体調のよい時間帯，集中力がある時間帯を選びます。服薬の影響で認知能力が

低下している時間を避け，トイレ，水分，空腹への配慮をします。 

 話し方：全体として，はっきり，ゆっくり，短い時間で話します。一般に，丁寧に表

現しようとすると間接的になり，発話が長くなります。そういった言葉はわかりにく

いので，丁寧さよりも正確さを優先します。両方の言葉を比べてみましょう。 

 

面接者：○○さんは，担当の職員の▲▲さんに，なにかお話しになられたと伺いま

した。何がありましたでしょうか。どのようなことでも結構でございますので，最

初から最後まで，全部お話ししていただけましたら，幸いでございます。 

 

面接者：○○さんが，▲▲さんになにか話をしたと聞きました。何がありましたか。

どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

 

 言葉の難易度：障がいのない成人であれば，「接触」「目撃」「観察」「報告」などの

言葉を用いることもできるでしょう。しかし，知的障がい，発達障がい，視覚障が

い，聴覚障がいなどがある場合，用いることのできる言葉には制約がかかります。

どのような言葉であれば理解してもらえるか，当該の被面接者の能力に詳しい人か

ら話を聞いておく必要があります。例えば，以下のような問題が起こりえます。 

 視覚障がいと言葉：「そこから何が見えましたか」「その人の服の色は」のように，

目が見えないと答えられない問があります。「どっちの手で」「どんなふうに叩いた」

などは，視覚的な情報ではなく，音や接触の仕方から独特の判断をしている場合も

あります。服がごわごわしていた，手がべとべとしていた，たばこの臭いがした等，

別のチャンネルからの情報につき，よりよい情報が得られることもあります。こう

いった可能性を吟味して，聞くべき情報を吟味します。また，視覚障害のある被面

接者が「その人は背が高かった」「信号が赤だった」などと言った場合は，どうい

う理由でそう思ったのかを確認しておく必要があります。声が来る方向で背の高さ
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を判断したり，一定の方向からの騒音の有無で信号を判断している，ということな

どを説明してもらえれば，より説得力のある報告を得ることができます。 

 聴覚障がいと言葉：聞こえないけれども音声での報告はできる，手話ができる（方

言がありますので，注意が必要です），読唇ができる等，聴覚障害者によってコミ

ュニケーションの方法が異なる場合があります。これをふまえて手話通訳や仲介者

を配置する必要があります。手話の場合，例えば「叩く」という言葉は叩く動作を

含みます。例えば「背中を叩かれた」可能性があるときに，「叩く」という腕を叩

くような動作で尋ねると，「腕を叩く」という視覚的情報が被面接者の記憶を汚染

する可能性もあります。こういった問題を通訳と吟味しておく必要があります。 

 声：ゆっくり，はっきり話そうとすると，ひとりでに声が大きくなることがありま

すが（「おばあちゃん，聞こえますかー？」のように）。発達障がいをもつ人のなか

には，感覚過敏で大きな音が苦手な人もいますので，被面接者の特性をあらかじめ

把握しておくことが重要です。 

 被面接者の態度：健常の子どもや大人への面接に慣れている人は，被面接者が椅子

にきちんと座り，面接者の方を向いて話をすることを期待しがちかもしれません。 

けれども，障がいのために身体が面接者の方に向けられなかったり，常同行為のよ

うに手をずっとひらひら動かしていたり，貧乏ゆすりをしたり，といったことも起

こりえます。面接者はこういった行為が起きる可能性を予測しておく必要がありま

す。こういった行為は，被面接者がストレスなく面接を受ける上で重要なことです

ので，制止してはいけません。 

 複数の被面接者：事案によっては，被面接者が複数存在する場合もあります。こう

いったときは，この事案に関する被面接者のコミュニケーションを最低限にし，お

互いの記憶を歪めてしまったり，同調が起きないよう配慮します。そのためには，

まず，できるだけ早く聞き取りを行う必要があります。例えば，施設で起きた集団

的な事案では，トレーニングを受けた人が同時並行で聞き取りを行うのがよいでし

ょう。また，被面接者に，事案についてはお互い話し合わないようにとお願いして

おくことも重要です。文字が書ける人には，独自に，内容を書いておいてもらうと

いう方法もあります。 

 道具の使用：言葉が十分でないことが予想される場合，私たちは人形や模型を用い

たくなります。けれども，こういった道具は，面接者から特定の情報を呈示するこ

とになり，暗示や誘導として働く可能性があります。ですので，基本的には言葉で
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報告を求めます。可能であれば，自発的な動作を求めたり（動作をしてもらうのが

不適切でなければ），用紙に書いてもらう（または図を描いてもらう）のも有効で

す。 

 

以上，まだまだあると思われますが，その一部を書きました。障がいは人それぞれであ

り全く同じということはありません。面接者は，個人個人のニーズや特性を受け入れ，臨

機応変に対応していく必要があります。 

 

5．（架空の）事例 

以下は，重度の知的障がいがある人への面接です。多数の現実の事例を参考とし，作成

した架空の事例です。 

 

○年○月○日，知的障害者の入所施設である○○園に在籍している A（40 代女性，重度

の知的障害）が，同施設の職員 B に，「X がいやなことした」と訴えた。X は同施設のベテ

ラン職員（40 代男性）である。A はその後も「X はいやだ」「X がこわい」と訴えたので，

B は施設長に相談し，施設長は市の相談窓口に相談した。市では，司法面接の研修を受け

た C が，A から聞き取りをすることとした。加害した可能性のある X が勤務する○○園を

面接場所とすることは適切ではないと判断し，児童相談所の相談室を借用し，録音録画の

もと，面接を行った。当日は，司法面接の研修を受けた市の職員 3 名と施設の心理司，福

祉司がバックスタッフとなった。 

 

1.  挨拶・説明 

C：今日は○年○月□日で，時刻は○時○分です。 

C：私は A さんに，○○園の相談室で面接をします。 

《 被面接者が入室 》  

C：こんにちは，私の名前は C です（名札を示す）。今日は話に来てくれて，どうもありが

とう。 

《 C が A を席に案内し，座ってもらった 》  

このお話はビデオでとっておきます。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるよう

にするためです。どうすればよいか考えるために，他の人が見ることもありますが，いい

ですか。 
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A：うん 

C：別の部屋で，私が A さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見て

います。あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くかもしれません。いいですか。 

A：うん。 

 

2. 約束事 

お話を聞く前にお約束があります。 

今日は，本当のことだけを話すのがとても大事です。本当にあったことだけを話してくだ

さい。練習してみましょう。「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当？本当ではない？ 

A：ちがう。 

C：はい。私の靴は黒いので本当ではないですね。では，A さんが今，座っていると言っ

たら，これは本当？本当ではない？ 

A：あってる。 

C：はい，A さんは座っているので本当ですね。A さんが本当のことと本当でないことが 

よくわかってる，というのがわかりました。今日は，本当にあったことだけを話してくだ

さいね。 

A：うん。 

・・・（以下省略） 

3. ラポール 

C：A さんのことをもっと教えてください。A さんは，どんな食べものがすき？ 

A：パン。 

C：パン，どんなパンがすきですか？ 

A：クリーム。 

C：クリーム，いいね。ほかにもありますか。 

A：おつゆ。 

C：おつゆか，おつゆのこともっと話して 

A：おつゆ。 

・・・（以下省略） 

C： はい，よくわかりました。どうもありがとう。こんなふうにたくさん話してくれると

よくわかります。今のようにいっぱい話してください。 
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4. 出来事を思い出して話す練習： 

C：では，前のことを思い出して話す練習をします。A さん，今日，朝起きてからここに

来るまでのこと，最初から最後まで全部話してください。 

A：・・・ 

C：朝起きてから，ここに来るまでにあったこと，どんなことでもいいですよ。 

A：・・・ 

C：朝，起きたでしょう。 

A：うん。 

C：それからどうした？ 

A：ごはん 

C：ごはん。うん，それでどうした？ 

A：D 先生。 

C：D 先生？ 

A：うん，話す。 

・・・（以下省略） 

C：うん，よくわかりました。どうもありがとうございます。こんなふうにたくさん話し

てくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

 

5. 本題への移行 

C：A さん，今日は何をお話しに来ましたか？ 

A：・・・ 

C：B 先生に何かお話した，と聞きました。何かありましたか。 

A：・・・ 

C：どんなことでも，あったことを全部話してね。 

A：うん。 

C：何かあった？ 

A：たたいた。 

C：そうか。誰が，たたいた？（「問題となる行為」が被面接者の口から出てきたならば，

まず主語を押さえ，それからオープン質問で話してもらいます） 

A：X 先生 

C：そう。X 先生が，たたいた。それから，何があった。 
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A：たたいた。 

C：そうか。たたいた。それで。 

A：のっかった。 

C：うん。誰が，のっかった？ 

A：X 先生 

C：うん。それで。 

A：ようふく（両手で上に上げる動作） 

C：うん。 

A：ずぼん，とられた。 

C：うん。それからどうなった。 

・・・（以下省略） 

 

C は出来事の情報収集を行い，出来事の場所，時間を確認した。場所については報告を

得た。日付・時間については，A は「わかんない」と答えたが，その場所の使用状況から

日程を絞る事ができた。 

C は詳細につき WH 質問やクローズド質問を行ったが，応答はすべて「うん」かオウム

返しであり，クローズド質問に対する応答の信用性は高いとはいえなかった。 

 

C：たたいた，と言ったけれど，どっちの手だった？ 

A：どっちの手 

C：うん。右手，左手，覚えてない？ 

A：覚えてない 

C：右手，だったかな？ 

A：うん 

C：左手，だったかな？ 

A：うん 

 

市では，最初に得られた A の自発的な報告にもとづき，X に対して面接を行った。その

結果，X は最初は否認したものの，録音の書き起こしを示したところ認め，示談となった。

X は最終的には退職した。 

その後の経過は，以下の通りである。 
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 A は別の施設に移ったが，○○園では，事態を重く見て，外部の NPO 団体を招き徹

底した研修を定期的に実施することとした。また，倫理委員会を作り，小さな事案に

ついても委員会に報告し，こまめに対応することとした。 

 A は別の施設に移った後も中年男性を見ると身体がこわばり過呼吸になることがあっ

た。そのため市では被害者対策に取り組む NPO を紹介し，A は 2 年間にわたりプレ

イセラピーを受けた。その後症状は徐々に緩和した。 

 市は，○○園のみならず，他の施設においてもこういった事態が起きないように，権

利擁護の研修の機会を増やし，ヒヤリハットを受け付ける窓口を開設した。 
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付録 1：被害が疑われる場合の面接手続き 
NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2019.10)《被害》障がい・高齢者・児童生徒 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

【導入】 

1.  挨拶・説明：今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（被面接者氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 被面接者入室 》  

こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

《 席に案内し，座ってもらう 》  

私の名前は ____________ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

《 筆記役がいれば 》こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いてもらいます。 

《 通訳・仲介者がいれば 》こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話してもらいます。 

この会話は録画（録音）します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするため

です。 

どうすればよいか考えるために，他の人が見ることもあります。 

別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。 

あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2. 約束事：面接を始める前にお約束があります。(＊は練習課題)  

①本当：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけを話してください。 

 ＊では練習してみましょう。《 + お話を聴くときはいつも行っているものです。協力をお願いします。》 

  本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒）   

[正しく「本当でない」「違う」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当

に座っている） 

[正しく「本当」「そう」などと言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

  ○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日は，

本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

[ 正しく「知らない」と言ったら ] [ 「ポチ」等と推測を言ったら ] 

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らない」

と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  私が○○さんは（異なる年齢，名前，等）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

[正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違ってる」と言

うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」（または「違ってる」など）と教え

てください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，あったこ

とを全部話してください。 

3. ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが（お）好きですか。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたくさ

ん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

4. 出来事を思い出して話す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 
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今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後まで

全部話してください。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたくさ

ん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

 

【本題】 

5. 本題への移行：それでは，こんどは○○さんがどうして ここ（保護されている機関，面接を行う場所）にいる

か（来たか）話してください。／ (あるいは)  今日は何をお話しに来ましたか。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① ○○さんが ／_____（いつ），／_____（場所）で，／＿＿（通告した人）に，／ 話をしたと聞いてい

ます。何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

② ○○さんの________（体の場所）に ケガ（傷，あざ，跡等）があります（あると聞きました）。そのケガ

（傷，あざ，跡等）ができたときのことを，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。  

6. 出来事の分割《「〜するから」など意味記憶的に語られたときのみ 》：そういうことがあったのは1回だけで

すか，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（または，

一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

7. 自由報告：オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 

② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(被面接者の言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：ふん，ふん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。これから，私がちゃんとお話

を聞けているかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る》 

② 待っててくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。それではあといくつか質問します。 

9.  補充：オープン質問，WH質問・クローズド質問+オープン質問《応答はオープン質問で補う》 

10. 確認：（誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ面接の終盤で行う。応答はオープン質問で補う） 

① 会話（脅し，脅迫，甘言等）：その人は何か言いましたか。  

② 目撃者・被害者・加害者等：他に誰かいましたか。  

③ 開示：このことを知っている人は他に誰かいますか。／その人はどうしてこのことを知っています

か。 

④ 疑い（主語を含めない）：[疑われる事柄]されたことはありますか。／ 誰かが[疑われる事柄]しましたか。

《「はい」ならば「誰が〜した？」と主語を求め，「では[主語]が〜したときのことを，最初から最後まで，どん

なことでも全部はなしてください」と自由報告を求める》 

【終結】 

11. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

① 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

② 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

③ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

④ 連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《被面接者が希望や質問を述べたならば「どうしてそう思いますか」「○○さんはどうなるとよいと思いますか」

などと意向を尋ねる。そして「私は一人で答える/決めることはできませんが，○○さんの考えを話してもらっ

たので，それを考えにいれて，一番よい方法を考えていきたいと思います」などと述べる。》 

《 被面接者退出 》 

12. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 
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[録画終了] 

—                     — 

 本手続きはLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic 

interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of 

research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.にもとづいて

いる。  

プロトコル本体は http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/ よりダウンロードできる  
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付録 2：目撃が疑われる場合の面接手続き 
NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2019.10)《目撃》障がい・高齢者・児童生徒 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

《 視力，聴覚，その他目撃に関連する能力を確認しておきます 》 

【導入】 

 

1.  挨拶・説明：今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（被面接者氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 被面接者入室 》  

こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

《 席に案内し，座ってもらう 》  

私の名前は ____________ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

《 筆記役がいれば 》こちらは ______ さん（筆記役）です。お話することをノートに書いてもらいます。 

《 通訳・仲介者がいれば 》こちらは ______ さん（通訳，仲介者）です。○○さんの言葉で話してもらいます。 

この会話は録画（録音）します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにするため

です。 

どうすればよいか考えるために，他の人が見ることもあります。 

別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。 

あとで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2. 約束事：面接を始める前にお約束があります。(＊は練習課題)  

①本当：今日は，本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけを話してください。 

  本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒）   

[正しく「本当でない」「違う」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当

に座っている） 

[正しく「本当」「そう」などと言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

  ○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日は，

本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

[ 正しく「知らない」と言ったら ] [ 「ポチ」等と推測を言ったら ] 

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らない」

と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

 ＊では練習してみましょう。 

  私が○○さんは（異なる年齢，名前，等）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

[正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違ってる」と言

うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」（または「違ってる」など）と教え

てください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，あったこ

とを全部話してください。 

 

3. ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが（お）好きですか。 
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[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

4. 出来事を思い出して話す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 

今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後まで

全部話してください。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

【本題】 

5. 本題への移行：それでは，こんどは○○さんがどうして ここ（保護されている機関，面接を行う場所）にいる

か（来たか）話してください。／ (あるいは)  今日は何をお話しに来ましたか。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① ○○さんが ／_____（いつ），／_____（場所）で，／＿＿（目撃者が最初に話した人）に，／ 話をし

たと聞いています。何があったか話してください。 

② ○○さんが（被害者）のことで，何か話したと聞きました。何があったか，どんなことでも，最初か

ら最後まで，全部話してください。 

③ （被害者）の________（体の場所）に ケガ（傷，あざ，跡等）があります（あると聞きました）。知って

いることがあれば，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。   

6. 出来事の分割《「〜するから」など意味記憶的に語られたときのみ 》：そういうことがあったのは1回だけで

すか，それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（または，

一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

7. 自由報告：オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 

② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(被面接者の言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：ふん，ふん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。これから，私がちゃんとお話

を聞けているかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る》 

② 待っててくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。それではあといくつか質問します。 

9.  補充：オープン質問，WH質問・クローズド質問+オープン質問《応答はオープン質問で補う》 

10. 確認：（誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ面接の終盤で行う。応答はオープン質問で補う） 

① 会話（脅し，脅迫，甘言，抵抗，同意等）:○○さんは何か言いましたか。（被害者）は何か言いました

か。 

② 目撃者・被害者・加害者等：他に誰かいましたか。  

③ 目撃状況1：そのとき，○○さんは，どこにいましたか。 

④ 目撃状況2：その前（出来事の前），○○さんは，何をしていましたか。 

⑤ 目撃状況3：その後（出来事の後），○○さんは，何をしましたか。 

⑥ 開示：このことを知っている人は他に誰かいますか。／その人はどうしてこのことを知っています

か。 

⑦ 疑い（主語を含めない）：[被害者は][疑われる事柄]されましたか。／誰かが[被害者に][疑われる事柄]しま

したか。《「はい」ならば「誰が〜した？」と主語を求め，「では[主語]が〜したときのことを，最初から最後ま

で，どんなことでも全部はなしてください」と自由報告を求める》 

【終結】 

11. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

① 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

② 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 
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③ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

④ 連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《被面接者が希望や質問を述べたならば「どうしてそう思いますか」「○○さんはどうなるとよいと思いますか」

などと意向を尋ねる。そして「私は一人で答える/決めることはできませんが，○○さんの考えを話してもらっ

たので，それを考えにいれて，一番よい方法を考えていきたいと思います」などと述べる。》 

《 被面接者退出 》 

12. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 

[録画終了] 

—                     — 

 本手続きはLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic 

interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of 

research using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.にもとづいて

いる。  

プロトコル本体は http://nichdprotocol.com/the-nichd-protocol/ よりダウンロードできる  
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付録 3：加害・違反が疑われる場合の面接手続き 
NICHDプロトコルにもとづく司法面接の最小限の手続き(2010.10-2019.10)《加害・違反》障がい・高齢者・児童生徒 

立命館大学総合心理学部 仲真紀子 
—                     — 

[録画開始] 

【導入】 

1.  挨拶・説明：今日は ______年_____月____日で，時刻は_____時_____分です。 

私は ○○○○○さん（被面接者氏名）に，________________（場所）で面接をします。 

《 被面接者入室 》  

 こんにちは。今日はお話に来てくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

《 席に案内し，座ってもらう 》  

 私の名前は ____________ です。私の仕事は何があったかお話を聞くことです。 

《 同席者について，氏名と役割を紹介する。例えば以下のように行う 》 

 こちらは ______ さん（立会人）です。私の質問がちゃんと○○さんに伝わるか，○○さんの言いたい

ことが私に伝わるか，話を聞いていてもらいます。  

 今日はお母さん（お父さん，第二の立会人）にも来てもらいました。私の言ったことが○○さんにちゃん

と伝わるか，○○さんの言いたいことが私に伝わるか，話を聞いていてもらいます。 

 この会話は録画（録音）します（機材説明）。私がお話を忘れないように，後で見ればわかるようにする

ためです。 

 別の部屋で，私が○○さんからちゃんと聞けているか，一緒に仕事をしている人が見てくれています。あ

とで，私がちゃんと聞けているか，相談に行くこともあるかもしれません。 

2. 面接の目的：（被疑事実の一部）のことを聞きました。今日は，このことについてお話を聞きます。 

3. 話す人の権利： 

 面接は（ ）分くらいかかります。もしも疲れたら「休憩」と言ってください。すぐに休憩を取ります。
[ 1時間を越えないように配慮する ] 

 もしも面接を途中でやめたくなったら，やめることもできます。 

 もしも面接の途中でお母さん（お父さん，適切な大人）と相談したくなったら，そうすることもできます。

そのときは，私は外で待っています。 

 ○○さん，もしも話したくなければ話さなくても構いません。でも，何があったのか公平に理解したい

ので，できればあったことを，最初から最後まで，どんなことでも全部話してください。 

【必要な場合：○○さんが話したことは，警察の人にお話しすることもあります。その場合，○○さんが話したこ

とは，「○○さんにとって不利な証拠」（○○さんにとってマイナスの内容）として使われるかもしれません。で

も，何があったか話してくれれば，これからどうすればよいか，どうしたら○○さんも他の人も，安心して暮らせ

るか，よい方法を考えることができます。ですから，何かがあったならば，あったことを最初から最後まで，どん

なことでも全部話してください。】 

今まで（お）話したこと，わかりましたか（ご理解いただけましたか）。 

[ 理解できていないようであれば，再度ゆっくり繰り返す。立会人の協力を得てもよい ] 

お話できそうですか。 

[ 「はい」ならば，次に進む 。「いいえ」ならば14に進む。] 

4. 約束事：お話を始める前にお願いがあります。(＊は練習課題)  

①本当：本当のことだけを話すのがとても大切です。本当にあったことだけを話してください。 

 ＊[必要に応じて]では，練習してみましょう。 
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＊本当でない：「私の靴は赤い」と言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本当は黒） 

＊[正しく「本当でない」「違う」と言ったならば] そうですね。私の靴は黒いので本当ではありませんね。 

＊本当：では，○○さんが今，座っていると言ったら，これは本当ですか，本当ではありませんか。（本

当に座っている） 

＊[正しく「本当」「そう」などと言ったならば] そうですね。○○さんは座っているので本当ですね。 

○○さんが本当のことと本当でないことの区別がよくわかっている，ということがわかりました。今日は，

本当にあったことだけを話してください。 

②わからない：もしも私の質問の意味がわからなかったら，「わからない」と言ってください。 

③知らない：もしも私の質問の答えを知らなかったら，「知らない」と言ってください。 

＊[必要に応じて]では練習してみましょう。 

＊「私が飼っている犬の名前は何ですか」と聞いたら，○○さんは何と答えますか。 

＊[ 正しく「知らない」と言ったら ] ＊[ 「ポチ」等と推測を言ったら ] 

そうですね。  

知らないときは，今のように「知らない」

と言ってください。 

○○さんは，私の家に来たことがないから， 

私の犬の名前は知らないでしょう。 

知らない時は知らないと言ってください。 

④間違い：もしも私が間違ったことを言ったら，「間違ってるよ」と言ってください。 

＊[必要に応じて]では練習してみましょう。 

＊私が○○さんは（異なる年齢，名前，等）ですねと言ったら，○○さんは何と言いますか。 

＊[正しく「ううん」「間違ってる」などと言ったならば ] そうですね。私が間違ったら，「間違って

る」と言うのがわかりましたね。私が間違ったら，今のように「間違ってる」（または「違ってる」など）

と教えてください。 

⑤その場にいない：私はその場にいなかったので，何があったかわかりません。どんなことでも，あったこ

とを全部話してください。 

5. ラポール：○○さんのことをもっと知りたいので聞きますね。○○さんは何をするのが（お）好きですか。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

6. 出来事を思い出して話す練習：それでは前のことを思い出してお話する練習をしましょう。 

今日あったことを話してください。今日，朝起きてからここに来るまでにあったことを最初から最後ま

で全部話してください。 

[ 話してもらったならば ]  はい，よくわかりました。どうもありがとう（ございます）。このようにたく

さん話してくれるとよくわかります。今のようにたくさんお話してください。 

【本題】 

7. 本題への移行：何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部，話してください。 

 [ 出てこなければ，次のように言う ] 

① _____（いつ），／_____（場所）で，／＿＿（〜のときに））／あったことを，どんなことでも，最初から

最後まで全部話してください。 

② （被害者）の________（体の場所）に ケガ（傷，あざ，跡等）があります（あると聞きました）。何があった

か，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

③（被害者）から（被疑事実の一部）のことを聞きました ／○○さんが（被疑事実の一部）したのを見た，とい

う人がいます。何があったか，どんなことでも，最初から最後まで全部話してください。 

④ ○○さんは（被害事実の一部）をしたことはありますか。 

《「はい」ならば 》では，そのときのことを最初から最後まで，どんなことでも全部話してください。 

《「いいえ」ならば 》では，○○さんは（被疑事実があったとされるとき）どこにいましたか。[応答を得ても得ら

れなくても]では，その日何があったか，最初から最後まで，どんなことでも全部話ししてください。 

8. 出来事の分割《「〜する」など意味記憶的に語られたときのみ 》：そういうことがあったのは1回だけですか，

それとも1回よりも多いですか。 

[「他にもあった」「いつも」「たくさん」などと言ったならば ]  それでは一番よく覚えているとき（または，

一番最初にあったとき，一番最後にあったとき）のことを話してください。 

9. 自由報告：オープン質問 

① 誘いかけ：何があったか全部話してください。 
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② 時間分割：A してから B までのことを，全部話してください。 

③ 手がかり質問：さっき Aと言っていたけれど，そのことを（について）もっと話してください。 

④ それから質問：それから? そして? あとは? 

⑤ エコーイング：(被面接者の言葉を繰り返すのみ) 

⑥ 返事：ふん，ふん 

8. ブレイク 

① たくさん話してくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。これから，私がちゃんとお話

を聞けているかどうか，別の部屋で見ててくれる人に確認してきます。待っててもらっていいですか。 

《面接者退室→観察室で相談→面接室に戻る》 

② 待っててくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。それではあといくつか質問します。 

10.  補充：オープン質問，WH質問・クローズド質問+オープン質問《応答はオープン質問で補う》 

11. 確認：（誘導・暗示となる可能性があるので，必要な場合のみ面接の終盤で行う。応答はオープン質問で補う） 

① 会話（脅し，脅迫，甘言，抵抗，同意等）:○○さんは何か言いましたか。（被害者）は何か言いました

か。 

② 目撃者・被害者・加害者等：その場に他に誰かいましたか。  

③ 開示：このことを知っている人は他に誰かいますか。／その人はどうしてこのことを知っています

か。 

④ 矛盾へのチャレンジ1：○○さんは（被面接者の報告）と言いましたが，私は（矛盾する事実：証拠）と

聞いています。そのため，よくわからなくなってしまいました。そのときのことを，もう一度説明

してください。 

⑤ 矛盾へのチャレンジ2：○○さんは（矛盾する事実：証拠）しましたか。（「はい」／「いいえ」）その

ときのことを，もう一度説明してください。 

⑥ 話していないことへのチャレンジ2：（被害者）は○○さんが（被疑者が述べていない被疑事実の一部）

したと言いました。○○さんは（被疑者が述べていない被疑事実の一部）しましたか。（「はい」ならば）

そのときのことを，最初から最後まで，どんなことでも全部話してください。 

【終結】 

12. たくさんのことを話してくれました。助けてくれて（くださり），どうもありがとう（ございます）。 

① 経緯1：○○さんがどうしてそのようなことをするようになったか，話してください。。 

② 経緯2：○○さんは，同じような事を，他の人にしましたか。 

③ 経緯3：誰かが○○さんに，同じような事をしたことはありますか。 

④ 知っておいたほうがよいこと：他に，私が知っておいたほうがよいことは，ありますか。 

⑤ 話しておきたいこと：他に，○○さんが私に話しておきたいことは，ありますか。 

⑥ 質問：○○さんからは，何か質問はありますか。 

⑦ 連絡先：また何か話したくなったら，ここに連絡してください。 

《被面接者が希望や質問を述べたならば「どうしてそう思いますか」「○○さんはどうなるとよいと思いますか」と

意向を尋ねる。そして「私は一人で答える/決めることはできませんが，○○さんの考えを話してもらったので，そ

れを考えにいれて，一番よい方法を考えていきたいと思います」などと述べる。》 

《 被面接者退出 》 

13. (配置図や身体の図などがあれば，電源を切る前に，カメラに示す)  

  今は＿＿時＿＿分です。これで面接を終わります。 

 

14.［3の「お話できそうですか」が「いいえ」であれば，必要に応じて次のように言う ] 

 さっき言ったように，○○さんは，話さないこともできます。でも，これから大事なことを言いますから，よく聞

いてください。もしも（暴力をふるう／ものを取る／性的なことを強いる等）という人がいたら，その人には助け

が必要です。話してくれない人は，そのようなことを繰り返し，皆が安全に暮らせなくなることもあります。もし
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も○○さんが何かをしたのなら，どんなことでも全部，話してください。そして，何ができそうか，一緒に考えさ

せてください。いいですか？ 

 （被害者）は，○○さんのことを話しました。今度は，○○さんが話すチャンスです。どんなことでも，あったこ

とを全部，話してください。 

 これはとっても大事なことですから，何分か考えてみてください。私に話すのではなく，紙に書いてもいいですよ。 

 [「わかりました」「話します」などと言ったならば，4.約束事に進む ] 

 [ 被面接者が被疑事実につきすぐに話し始めたら「では，何があったか，最初から最後まで，どんなことでも全

部，話してください。」と告げ，本題に進む ] 

 
[録画終了] 

—                     — 

 本手続きはHershkowitz, I., Horowitz, D., Lamb, M. E., Orbach, Y., & Sternberg, K. J. (2004). Interviewing youthful 

suspects in alleged sex crimes: a descriptive analysis.  Child Abuse & Neglect, 28, 423-438.のAppendix，ならび

にLamb, M. E., Orbach, Y., Hershkowitz, I., Esplin, P. W., & Horowitz, D. (2007) A structured forensic interview 

protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: A review of research 

using the NICHD Investigative Interview Protocol. Child Abuse and Neglect, 31, 1201-1231.，より作成したものであ

る。にもとづいて作成したものである。  

 

 

 


